
      

◇【講師およびコメンテーター・話題提供】  

税所真也さん：東京大学文学部助教（『成年後見の社会学』（２０２０年  、勁草書房）著者）  

宮澤哲哉さん：弁護士・宮澤法律事務所（群馬県高崎市）  

高木博敬さん：医師・西毛病院（群馬県富岡市）院長  

金谷透：社会福祉法人上州水土舎  理事長  

（進行など）上州水土舎  利用者：多胡祐里菜、職員：柳澤赴／赤岩順二  

 

【日時場所】  

・  ２０２２年３月４日（金曜日）  １４：００－１６：００（１３時３０分から Zoom 立ち上げます）  

・  オンライン形式（Zoom）＋上州水土舎（群馬県富岡市）食堂  

 

【参加方法】  

・  akagi-ya@xp.wind.jp 

・  に下記を記載しメールして下さい（３月３日〆切り）。参加費無料  

・  件名「オンライン事例検討学習会参加希望」。 

・  氏名  

・  （任意）ご所属、ご年齢  

・  ご住所・電話番号  

・  連絡先（リンク送付先）メールアドレス 

・  （任意）成年後見制度についての質問、意見など 

◇オンライン学習会「現場の事例から考える成年後見」ご案内  

◇税所真也「自著『成年後見の社会学』について」  

◇水土舎に来て十年、今までを振り返って（３１号抄録再掲）  

◇自立支援屋（見習）からみた成年後見制度（２７号再掲）  
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（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
事
例
検
討
学
習
会 

現
場
の
事
例
か
ら
考
え
る
成
年
後
見

―

障
が
い
者
の
生
活
支
援
を
含
む
成
年
後
見―

 

 

成
年
後
見
制
度
は
、
一
九
九
九
年
に
民
法
が

改
正
さ
れ
、
民
法
上
の
法
定
後
見
制
度
と
任
意

後
見
契
約
法
に
よ
る
任
意
制
度
か
ら
な
る
、
判

断
能
力
が
不
十
分
な
本
人
の
財
産
管
理
と
身
上

監
護
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。 

本
学
習
会
で
は
、
障
が
い
者
の
生
活
支
援
を

行
う
立
場
か
ら
の
事
例
の
紹
介
や
、
実
務
法
律

家
か
ら
み
た
制
度
と
そ
の
運
用
の
課
題
、
医
師
よ

る
鑑
定
意
見
の
実
際
的
経
験
か
ら
の
指
摘
な
ど

を
得
な
が
ら
学
び
合
う
学
習
会
「
現
場
の
事
例

か
ら
考
え
る
成
年
後
見―

障
が
い
者
の
生
活
支

援
を
含
む
成
年
後
見―

」
を
企
画
し
ま
し
た
。 

成
年
後
見
に
つ
い
て
の
近
時
の
社
会
学
的
研

究
と
し
て
、
税
所
真
也
氏
の『
成
年
後
見
の
社
会

学
』
が
あ
り
ま
す
。
成
年
後
見
の「
社
会
化
」
は
、

成
年
後
見
制
度
の
推
進
の
一
つ
の
旗
印
と
さ
れ

て
き
た
標
語
の
一
つ
で
す
が
、
同
研
究
は
、
さ
ま

ざ
ま
の
現
場
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
踏
ま
え

て
そ
の
実
態
の
一
面
を
析
出
し
、
本
人
の
生
活
を

ま
る
っ
と
サ
ポ
ー
ト
す
る
意
味
で
の
「
生
活
支
援
」

と
い
う
観
点
か
ら
の
成
年
後
見
の
あ
た
ら
し
い

《
社
会
化
》
の
可
能
性
を
指
し
示
し
ま
す
。
著
者

の
税
所
先
生
の
参
加
を
得
て
、
直
接
そ
の
核
心

と
な
る
部
分
か
ら
の
所
見
も
学
ん
だ
う
え
で
、
具

体
的
か
つ
柔
軟
に
問
題
を
考
え
る
時
間
と
し
た

く
存
じ
ま
す
。 

  

 【
講
師
お
よ
び
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
・
話
題
提
供
】 

・ 

税
所
真
也
さ
ん 

東
京
大
学
文
学
部
助
教
（『
成
年
後
見
の
社
会

学
』
（
２
０
２
０
年 

、
勁
草
書
房
）
著
者
） 

・ 
宮
澤
哲
哉
さ
ん 

弁
護
士
・
宮
澤
法
律
事
務
所
（
群
馬
県
高
崎
市
） 

・ 

高
木
博
敬
さ
ん 

医
師
・
西
毛
病
院
（
群
馬
県
富
岡
市
）
院
長 

・ 

金
谷
透
： 

社
会
福
祉
法
人
上
州
水
土
舎
理
事
長 

・ 

上
州
水
土
舎 

利
用
者
：
多
胡
祐
里
菜
、
支
援

員
：
柳
澤
赴
／
赤
岩
順
二 

 

【
日
時
場
所
】 

・ 

２
０
２
２
年
３
月
４
日
（
金
曜
日
） 

午
後
２
時
（ 

１
４
時
）
～
午
後
４
時
（
１
６
時
） 

（
１
３
時
３
０
分
か
らZ

o
o
m

立
ち
上
げ
ま
す
） 

・ 

オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
（Zo

o
m

）
＋
上
州
水
土
舎
食
堂 

 【
参
加
方
法
】 

・ 
a
k
a
g
i-

y
a
@

x
p
.w

in
d
.jp

 

に
左
記
を
記
載
し
メ
ー
ル
し
て
下
さ
い
（
３
月
３
日

〆
切
り
）
。
参
加
費
無
料 

・ 

件
名
「
成
年
後
見
学
習
会
参
加
希
望
」 

・ 

氏
名

・ 
 

・ 

（
任
意
）
ご
所
属
、
ご
年
齢 

・ 

ご
住
所
・
電
話
番
号 

・ 

連
絡
先
（
リ
ン
ク
送
付
先
）
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

・ 

（
任
意
）
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
の
質
問
、

意
見
な
ど 

・ 
Z

o
o
m

視
聴
の
た
め
の
リ
ン
ク
な
ど
必
要
情
報
を

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
お
送
り
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
し
パ
ソ
コ
ン
な
ど
でZ

o
o
m

を
視
聴
で
き

る
環
境
が
必
要
で
す
。 

・ 

メ
ー
ル
で
あ
ら
か
じ
め
い
た
だ
い
た
ご
質
問
、
ご
意

見
は
事
務
局
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
）
で
整
理
の
う

え
議
題
に
呈
し
ま
す
。
当
日
の
オ
ン
ラ
イ
ン
コ
メ
ン

ト
機
能
も
適
宜
取
り
込
む
よ
う
努
め
ま
す
。 

・ 

当
日
そ
の
リ
ン
ク
か
ら
ご
参
加
く
だ
さ
い
。Zo

o
m

待
機
室
機
能
を
用
い
ま
す
で
、
少
し
待
機
く
だ
さ

い
。 
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群

馬
県
富
岡
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後
賀
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
h
ttp

s
:/

/
s
u
id

o
s
h
a
.jp

/
 

 

郵
送
で
ご
案
内
の
皆
様
に
は
赤
城
屋
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー

ジ
ご
案
内
も
同
封
い
た
し
ま
し
た
。
ご
活
用
賜
れ
ば

幸
い
で
す
。 

mailto:akagi-ya@xp.wind.jp
mailto:akagi-ya@xp.wind.jp
https://suidosha.jp/


      

税所真也「自著『成年後見の社会学』」 

 これまで筆者がもっとも関心をもったのは、エリザベス・キューブラー＝ロスの生と死

に関する研究であった。ロスは自身の研究をこう位置づけている。死と死にゆく過程の研

究は同時に生の研究であり、どう生きるかの研究であると。こうした生と死に向きあう研

究への問題関心が根底にあり、成年後見をテーマとして選択するに至った。こうした筆者

の修士・博士課程での成年後見に関する研究をまとめたものが本書である。  

とはいえ、研究に取り組み始めた当初は、成年後見を、何からどのように論じたらよい

か、非常に悩んだ。成年後見を扱う社会学分野での研究が、ほとんど存在しなかったから

である。  

そこで、成年後見制度が社会のどのような場面で必要とされているのか、誰が制度の利用

を求めるかということを手探りで聞き取り、理解していくことから始めた。最初に調査し

たのは、生命保険会社である。保険金支払請求場面で、成年後見の必要性がどのように現

場で立ちあがっていくか、その論理を明らかにすることに取り組んだ（ 4章 1節）。同様

に、信用金庫などの地域金融機関、不動産取引の場面についても調査し、その理屈を確か

めた。  

つぎに問題となったのは、本研究が社会学全体に対し、いかなる理論的貢献を果たすも

のであるかという問いにどう答えることができるかであった。これについては、成年後見

の社会化をキーワードにして、介護の社会化

論を拡張、

延伸させることが可能だと主張した。すなわち、民法学者が論じた「成年後見の社会

化」論を整理し（ 2章 1節）、それらが介護の社会化論を敷衍したものであることを指摘し

た（ 2章 2節）。そうして、成年後見の社会化を論じることが、介護の社会化論の補完につ

ながることを示した（ 2章 3節）。これが社会学分野で成年後見を論じることの学術的意義

となった。  

具体的には、介護の社会化に関する研究で分節化されてきた、担い手と費用の社会化の

議論を成年後見に転用して分析した（ 3章 1節、 3章 2節）。この作業を通じ、社会化と一口

に言っても、そこには制度の利用が引き起こすさまざまな現象があり、成年後見制度の普

及が市民生活に及ぼす深く多様な困難を、既成の介護の社会化の用法では表現できないこ

とに気づいた。成年後見の社会化という語を、既存の文脈から引き離し、より自由に、筆



      

者独自の用法で用いていく必要があった。  

たとえば、制度上の成年後見が社会化を理念として掲げながらも、その内実は法律家な

どの専門職に偏在した特異な社会化であったこと（ 4章 2節）、また達成されたかにみえた

社会化が、思わぬかたちで家計管理の個計化を強制するものとして運用され、それが想定

されていなかったマネジメント負担を家族に押しつけるものであったことを論じた（ 4章 3

節）。これらは家族社会学の研究として位置づけられる。  

さらに、本書には福祉社会学の研究としての要素もある。後見人の支援に関して、達成

されうる射程範囲を示し（ 5章 1節）、他方で、制度の利用が本人の生活にきわめて深刻な

影響を及ぼす危険性について論じた（ 5章 2節）。望ましい成年後見の支援の可能性を追求

し、生活協同組合の事例研究を通して、本人の意思決定、財産管理、身上監護（身上保

護）、生活支援が共同体的価値観のなかで実現されることを真の社会化のあり方として提

示した（ 5章 3節）。  

以上のように、本書は、成年後見の利用を通じてあらわれるさまざまな現象を分析対象と

し、成年後見という法律上の概念を、調査にもとづき、社会学的に再構成した研究であ

る。身上監護（身上保護）をめぐって協議の場が設定されること、本人の居場所や最善の

利益を多面的に捉えることが重要であること、専門家以外の諸アクターの実質的な関与が

成年後見の社会化において重要な側面であることなどを、家族社会学や福祉社会学の知見

として位置づけ、成年後見の社会化の用法にオリジナルな社会化概念を編み出している。

この点に、既存研究にみられない本書の学術的な新奇性がある。  

さいごに、冒頭の筆者の問題関心に戻れば、本書は、ひとが住み慣れた地域で最期まで

生き、限りある生を終え、旅立っていくこと、その過程をどう支えるか、共同体による支

援のあり方を探求する研究であった。いまも研究は継続しており、とくにキリスト教や仏

教といった伝統宗教における種々の共同体、地域の市民後見 NPO等が、成年後見を通じ

て、生と死、老いにどう向きあっていこうとするのかを明らかにしている最中である。  

 

【出版社（勁草書房）書籍紹介】  

https://www.keisoshobo.co.jp/book/b497693.html
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■
■
■
■
■
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︵
無
向
有
郷
３
０
号
記
事
一
部
再
録
︶ 

水
土
舎
に
来
て
十
年
、 今

ま
で
を
振
り
返
っ
て 

奥
戸
蓮
り
り
ぃ
︵
利
用
者
︶ 

(

前
略) 

■
大
事
な
仲
間
の
死
を
の
り
こ
え
て
■ 

去
年
の
十
一
月
十
七
日
は
︑
私
た
ち
に
と
っ
て
大

シ
ョ
ッ
ク
な
日
で
し
た
︒
水
土
舎
の
仲
間
だ
っ
た
Ｓ

子
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
︒
が
ん
で
し
た
︒
現

実
が
受
け
止
め
き
れ
な
か
っ
た
の
は
私
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
皆
も
そ
う
で
し
た
︒
お
葬
式
の

時
も
泣
き
そ
う
に
な
り
︑﹃
こ
ん
な
残
酷
な
こ
と
無
い
﹄

と
思
い
ま
し
た
︒
ず
っ
と
﹁
何
で
？
﹂
と
し
か
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
︒ 

い
つ
仲
間
が
︑
い
つ
ど
こ
で
亡
く
な
る
と
か
怖
く

な
り
ま
す
︒
水
土
舎
や
ホ
ー
ム
の
仲
間
達
を
失
い
た

く
な
い
で
す
︒ 

ど
ん
な
に

ト
ラ
ブ
ル
が

あ
っ
て
も
ケ

ン
カ
し
て
も
︑

向
き
合
え
な

く
て
も
信
じ

ら
れ
な
く
て
も
︑
裏
切
り
が
あ
っ
て
も
︑
私
は
大
事

な
人
達
を
︐
な
く
な
っ
て
も
い
い
い
い
や
と
か
︑
そ

う
思
い
ま
せ
ん
︒ 

ま
ず
私
が
思
う
の
は
皆
元
気
で
い
て
ほ
し
い
︒
ど

ん
な
に
そ
の
人
が
イ
ヤ
な
人
で
も
元
気
で
い
れ
ば
い

い
と
思
い
ま
す
︒
病
気
に
な
ん
て
な
ら
な
い
で
ほ
し

い
で
す
︒ 

■
大
事
な
仲
間
の
死
を
の
り
こ
え
て
■
■ 

皆
障
害
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
を
理
由
に
し
て
自

殺
な
ん
て
し
た
く
な
い
︒
何
か
の
き
っ
か
け
で
病
気

に
な
る
人
も
い
る
か
ら
︒
生
き
た
い
の
に
生
き
ら
れ

な
い
人
が
い
る
︒
Ｓ
子
み
た
い
に
︒ 

若
い
の
に
生
き
た
い
の
に
生
き
ら
れ
な
い
︑
そ
の

辛
さ
が
︑
き
つ
さ
が
痛
い
ほ
ど
わ
か
り
ま
す
︒
後
悔

も
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
や
り
た
か
っ
た
こ
と
も
た
く

さ
ん
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
皆
と
旅
行
と
イ
ベ
ン
ト

行
き
た
か
っ
た
と
思
い

ま
す
︒
皆
と
ま
た
一

緒
に
楽
し
く
過
ご

し
た
か
っ
た
と
思

い
ま
す
︒
私
は
そ
う

思
い
ま
す
︒ 

そ
の
た
め
に
は

Ｓ
子
の
分
ま
で
生
き

る
こ
と
で
す
︒
ど
ん
な
に
辛
く
て
も
苦
し
い
事
が
あ

っ
て
も
︑
全
力
で
生
き
る
事
が
幸
ち
ゃ
ん
の
死
を
ム

ダ
に
し
な
い
た
め
で
も
あ
り
ま
す
︒ 

 

�� 
 

�� 
 

�� 
 

�� 

私
は
︑
こ
れ
か
ら
の
人
生
︑
水
土
舎
で
過
ご
し
た

い
と
思
い
ま
す
︒
今
い
る
人
達
を
大
切
に
し
た
い
︒

何
か
あ
っ
た
ら
支
え
た
い
︒
そ
う
思
い
ま
す
︒ 

私
は
水
土
舎
の
皆
が
本
当
に
大
好
き
な
ん
で
す
︒

毎
日
が
幸
せ
で
す
︒
毎
日
が
楽
し
い
で
す
︒
楽
し
い

か
ら
怖
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
皆
が
支
え
て
く

れ
た
り
助
け
て
く
れ
た
り
し
て
く
れ
る
か
ら
生
き
た

い
と
思
い
ま
す
︒ 

私
が
こ
こ
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
は
皆
皆
が
こ
こ
ろ

よ
く
受
け
入
れ
て
く
れ
て
︑
協
力
を
し
て
く
れ
た
か

ら
︒
感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

 
 

 

以
上 

 

(

無
向
有
郷
２
７
号
記
事
再
掲) 

自
立
支
援
屋
（
見
習
）
か
ら
み
た 

成
年
後
見
制
度 

 
 

 
 

赤
岩 

順
二 

 

は
じ
め
に 

 
 

 
 

 
 

 

こ
の
三
月
（
二
〇
一
九
年
）
か
ら
水
土
舎
の
職
員

と
し
て
働
き
始
め
た
赤
岩
で
す
。
利
用
者
さ
ん
と
、

養
鶏
（
採
卵
、
餌
や
り
、
各
種
点
検
）
、
卵
磨
き
、
鶏
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糞
処
理
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
畑
を
は
じ
め
と
す
る
草
刈

り
、
い
ち
ご
と
り
や
田
植
え
、
残
飯
回
収
と
餌
化
、

水
路
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
整
備
、
ハ
ム
ソ
ー
セ
ー

ジ
班
へ
と
き
に
お
手
伝
い
（
お
じ
ゃ
ま
す
る
）
と
い

っ
た
日
々
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
な
れ
な
い
こ
と

ば
か
り
で
、
利
用
者
さ
ん
、
先
輩
職
員
さ
ん
に
教
わ

り
な
が
ら
、
無
我
夢
中
で
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
感

じ
で
す
。 

そ
ん
な
職
員
と
し
て
こ
の
た
び
参
加
す
る
一
年
ほ

ど
前
で
し
ょ
う
か
、
水
土
舎
の
職
員
有
志
か
ら
「
成

年
後
見
」
に
つ
い
て
意
見
を
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と

で
伺
っ
た
の
が
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
話
。 

 
 

 
 

�� 
 

 
 

 
 

 

�� 

「
水
土
舎
の
あ
る
利
用
者
Ａ
さ
ん
の
保
佐
人 

Ｘ
氏

が
、
年
令
の
こ
と
も
あ
り
ま
た
務
め
て
い
た
教
育
職

を
辞
す
る
こ
と
に
な
り
、
保
佐
人
も
辞
し
た
い
と
考

え
、
併
せ
て
家
庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
人
を
申
し
立

て
る
と
い
っ
て
い
る
。
保
佐
人
Ｘ
氏
は
病
院
の
相
談

支
援
チ
ー
ム
が
本
拠
地
だ
が
、
そ
こ
で
か
か
わ
り
の

あ
る
と
い
う
司
法
書
士
さ
ん
の
名
前
も
そ
の
候
補
と

し
て
で
て
い
る
。
本
人
の
利
用
者
Ａ
さ
ん
は
、
県
の

本
人
部
会
の
副
会
長
を
す
る
な
ど
水
土
舎
に
き
て
落

ち
着
き
を
増
し
て
お
り
、
今
の
段
階
で
、
保
佐
人
か

ら
成
年
後
見
人
へ
と
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
我
々

は
考
え
て
い
る
。
主
治
医
で
鑑
定
を
し
て
い
る
先
生

と
も
懇
意
で
よ
く
話
を
し
て
い
る
が
先
生
も
同
意
見

だ
。
日
々
の
生
活
の
支
援
は
水
土
舎
で
行
っ
て
お
り
、

現
金
の
出
納
記
録
に
つ
い
て
も
逐
次
記
帳
し
た
も
の

（
通
帳
の
写
し
）
を
年
に
一
回
保
佐
人
Ｘ
氏
に
送
り
、

Ｘ
氏
が
行
っ
て
い
る
実
作
業
は
年
一
回
報
告
の
そ
の

と
き
だ
け
。
と
い
う
こ
と
で
、
保
佐
人
と
し
て
の
費

用
は
無
償
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
見

人
と
し
て
た
と
え
ば
司
法
書
士
さ
ん
が
な
る
と
『
相

場
』
と
し
て
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
月
数
万
の
報
酬
が

で

て

い

く

ら

し
い
。
年
に
す

る
と
数
十
万
。

Ａ

さ

ん

の

現

在

の

年

齢

か

ら

日

本

人

の

現

在

の

平

均

年

齢

ま

で

を

計

算

す

る

と

合

計

で

数

百

万

の

報

酬

が

で

て

い

く

こ

と
に
な
る
。
利

用
者
Ａ
さ
ん
は
、
水
土
舎
に
来
て
か
ら
、
年
金
と
水

土
舎
の
工
賃
（
収
入
）
か
ら
Ｇ
Ｈ
利
用
料
や
休
日
の

活
動
費
（
支
出
）
を
引
く
と
い
く
ば
く
か
の
貯
蓄
が

毎
月
で
き
て
い
る
。
水
土
舎
が
管
理
す
る
通
帳
で
み

れ
ば
わ
か
る
け
ど
、
水
土
舎
に
来
て
か
ら
約
十
四
年

で
約
二
百
万
円
以
上
を
蓄
え
て
い
る
。
こ
ん
な
状
況

で
、
後
見
人
を
つ
け
て
、
報
酬
も
払
い
続
け
る
必
要

が
ア
ル
ノ
カ
ー
！
？
」 

は
た
し
て
、
そ
の
必
要
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 
 

 
 

 

��� 
 

 
 

 
 

 

��� 

 

以
下
で
は
、（
一
）
最
高
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
成
年
後
見
制
度
の
利
用
状
況
、
（
二
）
「
介
護
保

険
制
度
」
と
の
両
輪
性
と
の
関
係
、
（
三
）
「
利
用
促

進
」
法
制
定
過
程
で
の
厚
生
労
働
省
の
意
見
集
約
、

と
い
っ
た
情
報
を
確
認
し
た
あ
と
、（
四
）
親
な
き
あ

と
の
対
策
と
地
域
生
活
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
役
割

（
こ
れ
は
「
無
何
有
郷
通
信
」
創
刊
３
号
の
あ
る
記

事
の
タ
イ
ト
ル
を
借
用
し
て
い
ま
す
）
を
考
え
、
最

後
に
（
五
）
二
〇
一
九
年
三
月
に
報
道
さ
れ
た
成
年

後
見
人
の
任
命
に
つ
い
て
の
方
針
変
更
を
確
認
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

一.  

成
年
後
見
制
度
と
利
用
状
況 

現
行
の
成
年
後
見
制
度
は
、
一
九
九
九
年
の
民
法

改
正
と
し
て
行
わ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
民
法
は
、
あ
る
国
の
も
っ

と
も
基
本
的
な
法
律
の
一
つ
で
す
。
成
年
後
見
制
度

を
新
し
く
し
た
二
〇
〇
〇
年
の
改
正
以
後
も
、
二
〇

一
七
年
に
「
債
権
法
」（
契
約
や
保
証
等
に
関
す
る
法
）
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に
つ
い
て
の
改
正
民
法
成
立
（
二
〇
二
〇
年
施
行
）
、

さ
ら
に
二
〇
一
八
年
に
は
相
続
法
や
成
人
年
令
の
改

正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す 

。 

二
〇
〇
〇
年
の
施
行
か
ら
毎
年
、
最
高
裁
事
務
総

局
（
家
庭
局
）
は
、
「
成
年
後
見
関
係
事
件
の
概
況
」

を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
二
〇
一
八
年(

平
成

三
〇
年)

一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
「
概
況
」
に
よ
れ

ば
、 

○＊

成
年
後
見
関
係
事
件
（
後
見
開
始
、
保
佐
開
始
、

補
助
開
始
お
よ
び
任
意
後
見
監
督
人
の
選
任

事
件
）
の
申
立
件
数
は
３
万
６
５
４
９
件
。 

○＊

そ
の
な
か
で
、
後
見
開
始
の
申
立
が
２
万
７
９
８

９
件
（
約

77
％
）
、
保
佐
開
始
の
申
立
が
６
２

９
７
件
（
約

17
％
）
、
補
助
開
始
の
申
立
が
６

２
９
７
件
（
約
４
％
）
、
任
意
後
見
監
督
人
の

申
立
が
７
６
４
件
（
約
２
％
）
。 

○＊

手
続
が
終
わ
っ
た
（
終
局
し
た
）
３
万
６
１
２
７

件
の
な
か
で
、
申
し
立
て
が
認
め
ら
れ
た
（
認

容
さ
れ
た
）
の
が
３
万
４
５
１
１
件
（
約

95.5
％
） 

○＊

開
始
原
因
と
し
て
は
、
認
知
症
が
約

63.4
％
、
知
的

障
害
が
約

9.9
％
、
統
合
失
調
症
が
約

8.9
％
、
高

次
脳
機
能
障
害
が
約

4.5
％
、
遷
延
性
意
識
障

害
が
約

1.3
％
、
そ
の
他
が

11.9
％
。 

○＊

成
年
後
見
人
等
と
本
人
と
の
関
係
は
、
親
族
が
８

４
２
８
件
（
母
数
３
万
６
２
９
８
件
に
対
し
て

約

23
％
）
、
弁
護
士
が
８
１
５
１
件
（
約

22
％
）
、

司
法
書
士
が
１
万
５
１
２
件
（
約

29
％
）
、
社

会
福
祉
士
が
４
８
３
５
件
（
約

13 

％
）
、
市
民
後
見
人
が

320
件
（
約

0.9
％
）
。
社
会
福

祉
協
議
会
、
税
理
士
、
行
政
書
士
、
精
神
保
健
福

祉
士
、
そ
の
他
法
人
、
そ
の
他
個
人
な
ど
を
合
わ

せ
て
４
０
５
２
件
（
約

11
％
）
。 

○＊

２
０
１
８
年

12
月
末
日
時
点
に
お
け
る
成
年
後

見
制
度
（
成
年
後
見
・
保
佐
・
補
助
・
任
意
後

見
）
の
利
用
者
数
は
合
計
で
２
１
万
８
１
４
２

人
（
前
年
末
は
２
１
万
２
９
０
人
で
、
約

3.7
％

増
）
。 

二
〇
一
六
年
（
平
成
二
八
年
）
に
は
、
成
年
後
見

制
度
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
の
認
識
の
も

と 
、
「
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
が
公
布
・
施
行
さ
れ
て
い
ま
す 

。
た
だ
、
成
年

後
見
制
度
が
発
足
す
る
二
〇
〇
〇
年
の
前
年
（
一
九

九
九
年
）
に
お
い
て
、
そ
れ
に
相
応
す
る
制
度
で
あ

る
禁
治
産
の
宣
告
が
二
九
六
三
件
、
準
禁
治
産
の
宣

告
が
六
七
一
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
利
用

者
数
の
増
大
だ
け
を
考
え
て
も
、
す
べ
て
の
人
に
身

近
で
重
要
な
制
度
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。 

 

二.

「
介
護
保
険
制
度
」
と
の
両
輪
性
と

成
年
後
見
制
度
利
用
原
因 

二
〇
〇
〇
年
の
成
年
後
見
制
度
発
足
は
、
同
年
四

月
の
「
介
護
保
険
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
と
時
期
を
同

じ
く
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
制
度
と
の
関
係
で
み

る
と
、
た
と
え
ば
、「
利
用
者
（
本
人
）
が
事
業
者
と

『
契
約
』
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
同
時
に
、
既
に
判
断
能
力
が
十
分
で
な

く
、
事
業
者
と
契
約
で
き
な
い
利
用
者
な
ど
を
支
援

す

る

『
成
年

後
見
制

度
』
も

始
ま
り

ま

し

た
。『
介

護
保
険

制
度
』

と
『
成

年
後
見

制
度
』

が
高
齢

者
の
生

活
を
支

え
る
車

の
両
輪

と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。
」 

と
い
っ
た
よ
う
に
説
明
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さ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
こ
の
こ
と
は
、
成
年
後
見

制
度
の
開
始
原
因
と
し
て
認
知
症
が
約

63.4
％
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

◎ 
 

 
 

 
 

◎ 

上
州
水
土
舎
の
利
用
者
さ
ん
に
と
っ
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
一
九
九
九
年
に
設
立
さ
れ
た
上
州
水
土

舎
も
二
十
年
の
運
営
年
月
を
重
ね
て
い
ま
す
。
今
後

さ
ら
に
そ
れ
を
重
ね
て
い
け
ば
行
く
だ
け
（
水
土
舎

の
現
場
支
援
員
が
つ
ね
ひ
と
ご
ろ
指
摘
す
る
よ
う
に
、

利
用
者
さ
ん
の
自
立
支
援
と
い
う
特
別
な
任
務
を
も

っ
た
社
会
福
祉
法
人
は
無
く
な
る
＝
社
会
で
本
来
的

に
担
わ
れ
て
解
消
さ
れ
る
の
が
本
来
の
姿
と
は
い

え
）
、
利
用
者
さ
ん
も
年
齢
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な

り
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
を
視
野
に
自
立
支
援
し

て
い
く
必
要
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

と
は
い
え
、
同
じ
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
課
題

と
な
り
う
る
事
例
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
み
れ
ば
、

認
知
症
の
平
均
発
症
年
齢
お
よ
び
そ
の
方
の
平
均
余

命
と
比
べ
る
と
、
知
的
障
害
者
（
成
年
後
見
制
度
で

認
容
さ
れ
た
約

9.9
％
）
や
精
神
障
害
者
（
同
約

8.9
％
）

の
場
合
は
比
較
的
長
い
平
均
余
命
を
想
定
し
て
制
度

の
利
用
や
そ
の
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
水
土
舎
の
利

用
者
さ
ん
に
と
っ
て
の
成
年
後
見
制
度
を
考
え
る
場

合
に
は
欠
か
せ
な
い
視
点
で
す
。
成
年
後
見
制
度
の

導
入
、
紹
介
、
利
用
促
進
が
一
般
的
に
な
さ
れ
て
い

る
際
に
、
見
落
と
さ
れ
て
い
な
い
か
注
意
が
必
要
で

す
。 

 

三.

「
利
用
促
進
」
に
つ
い
て
の
厚
生
労
働

省
意
見
集
約 

二
〇
一
六
年
（
平
成
二
八
年
）
公
布
・
施
行
さ
れ

た
「
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

の
検
討
過
程
で
、
厚
生
労
働
省
が
中
心
と
な
っ
て
意

見
を
各
方
面
に
募
っ
た
も
の
を
ま
と
め
た
「
障
害
者

の
意
思
決
定
支
援
・
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
の

在
り
方
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
三
月
三
日
）
と
い

う
資
料
が
あ
り
ま
す 

。 

こ
れ
は
、「
障
害
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
合
理
的

な
配
慮
を
す
る
」
こ
と
を
、
「
障
害
者
基
本
法
」 

や

「
障
害
者
総
合
支
援
法
」 

に
明
記
し
て
い
る
こ
と
を

出
発
点
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
及
び
二
〇
一
四
年
に
、

障
害
者
総
合
福
祉
推
進
事
業
と
し
て
「
意
思
決
定
支

援
の
在
り
方
並
び
に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
の

在
り
方
に
関
す
る
研
究
」
を
し
て
検
討
を
積
み
重
ね

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
現
行
制
度
の
利
用
の

支
援
に
つ
い
て
」「
制
度
の
在
り
方
・
運
用
に
つ
い
て
」

意
見
を
募
集
し
た
も
の
を
集
約
し
た
資
料
で
す
。 

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

水
土
舎
の
利
用
者
さ
ん
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る
と

思
い
ま
す

の
で
掲
げ

ま
す
。 

 
 

 
 

�������

 
 

 
 

 

������� 「
現
行
制

度

の

利

用

の

支

援
に
つ
い

て
」 

��
成
年
後

見
制
度

の
利
用
に
係
る
費
用
の
助
成
制
度
の
充
実･

拡
充

が
必
要
。
（
全
日
本
ろ
う
あ
連
盟
） 

��
利
用
促
進
に
向
け
て
、
本
人
負
担
の
軽
減
、
後
見

人
・
保
佐
人
・
補
助
人
の
資
質
向
上
、
手
続
き
の

簡
素
化
が
必
要
。（
全
国
地
域
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
） 

��
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
後
見
報
酬
助
成

の
市
町
村
長
申
立
の
場
合
以
外
の
低
所
得
者
へ
の

適
用
、
生
活
保
護
に
お
け
る
後
見
扶
助
の
創
設
が

必
要
。
（
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
） 

��
後
見
人
へ
の
報
酬
が
低
額
に
抑
え
ら
れ
、
ま
た
見

守
り
看
護
に
応
え
る
法
人
後
見
を
推
進
す
る
こ
と
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が
有
意
義
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
助
成
制
度
が
必

要
。
（
全
国
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
を
守
る
会
） 

��
後
見
類
型
中
心
か
ら
補
助
類
型
中
心
へ
の
変
更
、

後
見
監
督
に
よ
る
後
見
人
へ
の
支
援
強
化
、
団
体

後
見
の
活
用
、
公
費
負
担
、
欠
格
条
項
の
廃
止
、

相
談
支
援･

福
祉
と
の
連
携
も
重
要
。
（
日
本
自
閉

症
協
会
） 

��
成
年
後
見
制
度
や
消
費
生
活
相
談
等
に
携
わ
る
者

が
発
達
障
害
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
適
切
な

対
応
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
人
材
の
育
成･
研
修
を
進

め
て
欲
し
い
。
（
日
本
発
達
障
害
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
） 

��
成
年
後
見
人
等
の
障
害
の
理
解
研
修
が
必
要
。（
日

本
知
的
障
害
者
福
祉
協
会
） 

��
成
年
後
見
人
等
の
失
語
症
者
に
関
す
る
研
修
が
必

要
。
（
日
本
失
語
症
協
議
会
） 

 
 

 

「
制
度
の
在
り
方
・
運
用
に
つ
い
て
」 

��
障
害
者
権
利
条
約
第

12
条
を
参
考
に
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
で
の
自
己
決
定
、
契
約
行
為
等
を
支
援

付
き
意
思
決
定
支
援
で
行
え
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
。

ま
た
、
被
後
見
の
他
、
被
保
佐
、
被
補
助
の
制
度

を
分
か
り
や
す
く
情
報
提
供
し
、
安
易
に
被
後
見

人
の
申
請
を
し
な
い
よ
う
な
支
援
も
必
要
。（
日
本

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
学
会
）
【
再
掲
】 

��
本
人
の
主
体
性
を
踏
ま
え
た
権
利
擁
護
と
な
る
よ

う

、

運

用

面

で

の

適

正

化

を

図

る

必

要

。

身

上

監

護

の

拡

充

を

含

む

利

用

者

主

体

の

後
見
制
度
の
転
換
を
視
野
に
入
れ
る
べ
き
。（
全
国
手

を
つ
な
ぐ
育
成
会
連
合
会
） 

��
成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
通
じ
て
サ
ー
ビ
ス
に
ア

ク
セ
ス
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
の
意
思
が
尊

重
さ
れ
、
必
要
な
支
援
を
受
け
た
上
で
利
用
に
至

る
よ
う
、
実
質
的
な
措
置
を
講
じ
る
必
要
。（
き
ょ

う
さ
れ
ん
） 

��
意
思
決
定
の
可
能
性
が
あ
る
限
り
は
本
人
の
意
思

決
定
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
を
尽
く
す
こ
と
を
先

決
と
し
、
支
援
型
の
後
見
制
度
に
転
換
す
る
こ
と

が
必
要
。
そ
の
上
で
、
補
助
類
型
の
活
用
を
促
進

す
る
こ
と
が
現
実
的
。（
日
本
知
的
障
害
者
福
祉
協

会
） 

��
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
障

害
者
権
利
条
約

12
条
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
。

（
日
本
自
閉
症
協
会
） 

��
代
行
決
定
等
が
障
害
者
権
利
条
約
に
反
す
る
と
い

う
指
摘
も
あ
る
が
、
本
人
が
不
利
益
を
被
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
十
分
で
は
な
い

に
し
ろ
、
現
段
階
で
は
必
要
。（
全
国
地
域
生
活
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
） 

��
全
て
の
人
に
意
思
決
定
能
力
が
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
た
成
年
後
見
制
度
に
組
み
立
て
直
す
必
要
。

（
日
本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
） 

��
成
年
後
見
類
型
の
利
用
を
最
大
限
抑
制
し
、
ど
う

し
て
も
代
理
決
定
が
必
要
な
場
合
は
、
本
人
の
同

意
を
必
要
と
す
る
補
助
類
型
の
利
用
を
中
心
と
す

べ
き
。
（
Ｄ
Ｐ
Ｉ
日
本
会
議)

 

��
従
来
の
成
年
後
見
人
に
は
医
療
同
意
の
権
限
が
な

く
判
断
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
法
的
な
整
備
を
図

り
、
指
針
を
明
示
し
て
欲
し
い
。（
日
本
重
症
心
身

障
害
福
祉
協
会
、
全
国
重
症
心
身
障
害
日
中
活
動

支
援
協
議
会
、
全
国
肢
体
不
自
由
児
者
父
母
の
会

連
合
会
） 
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��
後
見
類
型
中
心
か
ら
補
助
類
型
中
心
へ
の
変
更
、

後
見
監
督
に
よ
る
後
見
人
へ
の
支
援
強
化
、
団
体

後
見
の
活
用
、
公
費
負
担
、
欠
格
条
項
の
廃
止
、

相
談
支
援･
福
祉
と
の
連
携
も
重
要
。
（
日
本
自
閉

症
協
会
）
【
再
掲
】 

��
財
産
管
理
に
当
た
り
、
支
出
内
容
の
範
囲
に
つ
い

て
家
庭
裁
判
所
に
よ
り
見
解
が
分
か
れ
、
地
域
差

が
生
じ
て
い
る
た
め
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
指

針
策
定
が
望
ま
れ
る
。
（
全
国
重
症
心
身
障
害
児

（
者
）
を
守
る
会
） 

��
第
三
者
に
よ
る
身
上
監
護
は
契
約
事
務
に
相
当
す

る
事
務
と
さ
れ
て
お
り
、
面
会
、
散
歩
、
身
体
の

世
話
等
が
さ
れ
な
い
と
い
う
不
満
が
生
じ
て
い
る
。

（
全
国
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
を
守
る
会
） 

��
「
変
化
し
う
る
障
害
」
と
い
う
精
神
障
害
の
特
性

に
鑑
み
、
法
定
後
見
の
３
類
型
（
後
見
・
保
佐
・

補
助
）
を
定
期
的
に
見
直
す
仕
組
み
が
必
要
。（
日

本
精
神
保
健
福
祉
士
協
会
） 

��
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
は
条
約

12
条
に
反

す
る
。
成
年
後
見
制
度
で
は
な
く
、
重
度
訪
問
介

護
の
拡
充
等
に
よ
り
、
障
害
者
が
身
近
な
介
護
者

と
の
関
わ
り
の
中
で
意
思
決
定
を
で
き
る
よ
う
に

す
る
等
の
方
法
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
。（
全
国
「
精

神
病
」
者
集
団
） 

��
制
度
設
計
の
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
と
法
務 

省

等
の
関
係
省
庁
、
障
碍
者
団
体
、
関
係
団
体
と
の

間
に
、
障
害
当
事
者
が
過
半
数
で
構
成
さ
れ
る
検

討
の
場
を
設
け
る
べ
き
。
（
Ｄ
Ｐ
Ｉ
日
本
会
議)

 

 

���� 
 

 
 

 
 

���� 

「
現
行
制
度
の
利
用
の
支
援
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
は
、
費
用
負
担
の
問
題
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
し
、「
制
度
の
在
り
方
・
運
用
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
は
、
た
と
え
ば
「
安
易
に
被
後
見
人
の
申
請
を
し

な

い

よ

う

な

支

援

も

必
要
」
（
日
本
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
学
会
）
と
い

っ
た
よ
う
に
「
促
進
」

の

条

件

に

つ

い

て

の

多

く

の

示

唆

が

あ

る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

ち
ょ
う
ど
、
日
本
グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

学

会

の

調

査

報

告

会

が

二

〇

一

九

年

六

月

九

日

（
日
）
に
あ
る
こ
と
を

知
り
、
成
年
後
見
制
度

に

つ

い

て

の

基

本

的

考

え

方

に

つ

い

て

ご

意

見

を

伺

お

う

と

思

い
で
か
け
ま
し
た
（
同
報
告
会
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

の
現
状
調
査
に
つ
い
て
の
報
告
を
中
心
と
す
る
も
の

で
、
成
年
後
見
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
）
。 

帰
り
際
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
事
務
局
長
の
室
津

滋
樹
さ
ん
に
立
ち
話
で
伺
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん

し
、
突
然
の
質
問
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
答

え
は
簡
潔
明
瞭
で
し
た
。「
チ
ー
ム
が
適
切
に
連
携
し

て
本
人
の
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
重
要
」
。 

◎意思決定支援の基本的原則  （厚労省 HP より）  

（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが

原則である。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、

本人が理解できるよう工夫して行うことが重要である。  

（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定で

も、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重

するよう努める姿勢が求められる。  

（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合

は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場

面や事業者のサービス提供場面における表情や感情、行動

に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関

係等様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら障害者の

意思及び選好を推定する。  

◎最善の利益の判断本人の意思を推定することがどうして

も困難な場合は、関係者が協議し、本人にとっての最善の利

益を判断せざるを得ない場合がある。  

◎成年後見人等の権限との関係意思決定支援の結果と成年

後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさない

よう、意思決定支援のプロセスに成年後見人等の参画を促

し、検討を進めることが望ましい。  
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成
年
後
見
人
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、

意
思
決
定
の
支
援
を
ど
の
よ
う
な
チ
ー
ム
で
分
担
し

て
行
う
の
が
適
切
か
と
い
う
観
点
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
で
状
況
は
異
な
る
と
思
い
ま

す
が
、
必
要
に
応
じ
て
問
題
を
出
し
合
っ
た
り
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 四.

親
な
き
後
対
策
と
地
域
生
活
、
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
の
役
割 

 

水
土
舎
の
通
信
「
無
何
有
郷
通
信
」
創
刊
３
号
に

「
水
土
舎

G
H

世
話
人
会
＆
編
集
部
黒
澤
他
」
に
よ
る

「
親
な
き
後
対
策
と
地
域
生
活
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

の
役
割
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
（
二
〇
〇
五
年

四
月
二
九
日
発
行
、
本
節
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
の

ま
ま
い
だ
た
き
ま
し
た
。
）
そ
こ
で
は
、
日
本
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
学
会
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
居
者
の
基
準

生
活
費
等
に
関
す
る
調
査
の
報
告
を
引
用
し
な
が
ら
、

水
土
舎
の
場
合
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
も
の
を
現
在
の
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入

居
時
」
の
説
明
資
料
を
も
と
に
こ
こ
で
も
ま
と
め
て

み
ま
し
ょ
う
。 

��
入
居
時
の
払
込
金
：
あ
り
ま
せ
ん
。 

��
家
賃
：
月
額
３
５
０
０
円
（
月
額
１
万
３
５
０
０

円
だ
が
県
か
ら
の
家
賃
補
助
あ
り
） 

��
光
熱
費
（
共
用
分
、
居
室
分
を
含
む
）
、
日
用
品
費
：

月
額
１
万
４
５
０
０
円 

��
食
材
料
費
（
昼
食
・
夕
食
分
）：
月
額
１
万
９
５
０

０
円 

��
行
政
手
続
代
行
日
、
送
迎
等
（
行
政
手
続
は
無
料
。

た
だ
し
、
交
通
費
や
郵
便
代
、
コ
ピ
ー
代
等
は
実

費
を
い
た
だ
き
ま
す
。
送
迎
（
通
所
、
通
院
、
通

勤
等
）
も
無
料
。 

 

と
い
う
こ
と
で
、
ホ
ー
ム
の
料
金
（
利
用
者
生
活

費
）
は
、
月
額
利
用
料
３
万
７
５
０
０
円
。 

 

そ
う
す
る
と
、
最
初
に
相
談
の
あ
っ
た
利
用
者
Ａ

さ
ん
の
場
合
（
あ
く
ま
で
一
法
学
研
究
者
の
知
人
と

し
て
相
談
の
あ
っ
た
昨
年
の
段
階
で
は
説
明
を
受
け

て
も
十
分
に
理
解
し
き
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
か
っ

た
の
で
す
が
）
、 

（
収
入
）「
二
級
障
害
基
礎
年
金
で
月
額
６
万
５
０
０

８
円
」
＋
「
水
土
舎
で
の
就
労
継
続
支
援

B
型
で
の
就
労
の
給
与
」 

（
支
出
）「
上
記
月
額
利
用
料
」
＋
「
休
日
な
ど
の
活

動
や
消
費
等
へ
の
支
出
」 

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
、
水
土
舎
に

来
て
か
ら
、
少
し
ず
つ
と
は
い
え
、
貯
金
が
で
き
て

き
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
不
意
の
出
費

へ
、
多
少
な
り
と
も
備
え
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

そ
こ
で
「
こ
つ
こ
つ
と
」
た
め
た
お
金
か
ら
、「
後

見
人
を
つ
け
て
、
報
酬
も
払
い
続
け
る
必
要
が
ア
ル

ノ
カ
！
？
」 

 

五. 

２
０
１
９
年
３
月

19
日
の
新
聞
報
道

と
そ
の
内
容
な
ど 

二
〇
一
九
年
三
月
一
九
日
「
朝
日
新
聞
」
で
「
成

年
後
見
『
親
族
望
ま
し
い
』 

最
高
裁
、
家
裁
に
通

知 

選
任
対
象
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
記
事
が
掲
載

さ
れ
ま
し
た
（
「
東
京
新
聞
」
も
内
容
は
若
干
異
な
り

ま
す
が
同
じ
テ
ー
マ
で
の
記
事
が
あ
り
ま
す
）
。
そ
の

書
き
出
し
は
、「
認
知
症
な
ど
で
判
断
能
力
が
十
分
で

は
な
い
人
の
生
活
を
支
え
る
成
年
後
見
制
度
を
め
ぐ

り
、
最
高
裁
判
所
は
一
八
日
、
後
見
人
に
は
『
身
近

な
親
族
を
選
任
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
』
と
の
考
え

方
を
示
し
た
。
後
見
人
に
な
っ
た
家
族
の
不
正
な
ど

を
背
景
に
弁
護
士
ら
専
門
職
の
選
任
が
増
え
て
い
た

が
、
こ
の
傾
向
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
」

と
い
う
も
の
で
す 

。 

こ
の
記
事
に
い
う
「
最
高
裁
の
考
え
方
」
は
、
こ

の
記
事
で
は
明
確
に
は
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
厚

生
労
働
省
の
第
二
回
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
専
門

家
会
議
（
二
〇
一
九
年
三
月
一
八
日
開
催
）
に
お
い

て
説
明
さ
れ
た
内
容
と
思
わ
れ
ま
す
（
提
出
さ
れ
た

最
高
裁
家
庭
局
の
資
料
が
参
照
で
き
ま
す

（ 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
s
t
f
/
s
h
i
n
g
i
2
/
0
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8
7
5
.
h
t
m
l
 

）
。 

な
お
、
同
新
聞
の
四
月
三
日
付
の
記
事
で
は
、「
後

見
人
選
定
や
報
酬
『
す
べ
て
秘
密
主
義
』
家
裁
に
怒

る
利
用
者
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。「
四
年
半
前

に
父
親
が
亡
く
な
り
、
銀
行
で
口
座
の
凍
結
を
告
げ

ら
れ
た
。
母
親
は
認
知
症
」
と
い
う
こ
と
で
、
凍
結

を
解
除
す
る
た
め
に
は
後
見
人
が
必
要
と
の
説
明
を

受
け
、
家
裁
に
成
年
後
見
制
度
利
用
を
申
し
立
て
た

が
、
家
裁
は
面
識
の
な
い
司
法
書
士
を
財
産
管
理
の

後
見
人
に
、
身
の
回
り
を
支
え
る
後
見
人
に
男
性
を

選
ん
だ
。
」
「
後
見
人
選
び
も
、
報
酬
の
決
め
方
も
、

な
に
も
か
も
秘
密
主
義
と
感
じ
た
」
と
い
う
批
判
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
四
月
の
報
道
記
事
で
は
、

三
月
の
報
道
記
事
は
直
接
に
は
参
照
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
二
つ
の
記
事
に
は
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。 

様
々
な
立
場
に
あ
る
後
見
人
に
よ
る
各
種
不
祥
事

に
つ
い
て
も
、
制
度
発
足
以
来
、
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
も
、
た
と
え
ば
後
見
制
度
支
援

信
託
制
度
の
利
用
が
図
ら
れ
る
な
ど
、
各
種
対
策
が

模
索
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
こ
と
も
付
記
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
や
厚
生
労
働
省
と
い
っ
た

国
の
機
関
も
見
直
し
や
再
検
討
を
始
め
て
い
る
状
況

で
す
。 

地
域
で
生
活
す
る
障
が
い
者
と
そ
の
家
族
を
地
域

で
連
携
し
て
支
援
す
る
、
地
域
生
活
拠
点
事
業
が
推

進
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
地
域
生
活
拠
点
づ

く
り
の
な
か
に
、
成
年
後
見
制
度
の
位
置
づ
け
て
考

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

六.

（
中
間
）
ま
と
め 

 

本
稿
は
、
「
自
立
支
援
屋
（
見
習
）
」
か
ら
み
た
成

年
後
見
制
度
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
ま
し
た
。
三

月
（
二
〇
一
九
年
）
に
水
土
舎
に
職
員
と
し
て
参
加

し
た
ば
か
り
の
本
校
執
筆
者
が
、
自
立
支
援
と
は
な

に
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
お
よ
そ
語
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
養
鶏
（
採
卵
、
餌
や
り
、

各
種
点
検
）
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
畑
を
は
じ
め
と
す
る
草

刈
り
、
い
ち
ご
と
り
や
田
植
え
、
残
飯
回
収
と
餌
化
、

鶏
糞
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
整
備
と
い
っ
た
日
々
の

活
動
が
、
利
用
者
さ
ん
の
月
々
の
給
与
へ
の
い
く
ば

く
か
の
増
加
と
、
利
用
者
さ
ん
の
生
活
の
向
上
、
楽

し
み
の
増
大
（
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
そ
れ
ら
の
低

減
・
低
下
に
つ
な
が
る
）
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、

先
輩
職
員
の
皆
さ
ん
を
み
つ
つ
、
努
め
て
い
ま
す
（
見

習
）
。
そ
の
よ
う
な
現
場
で
の
時
間
（
た
と
え
ば
、
養

鶏
の
飼
料
の
費
用
が
高
い
の
で
は
と
か
、
産
卵
率
の

低
下
を
防
ぐ
の
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
）
な
ど
か
ら

み
る
と
、「
こ
ん
な
状
況
で
、
後
見
人
を
つ
け
て
、
報

酬
も
払
い
続
け
る
必
要
が
ア
ル
ノ
カ
！
？
」
と
い
う

気
持
ち
を
共
有
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。 

 

２
０
０
０
年
の
成
年
後
見
制
度
の
導
入
時
に
参
照

さ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
制
度
の
比
較
も
、
そ
の
基
本
精
神
と
基
本

設
計
思
想
を
究
め
る
つ
も
り
で
調
べ
な
い
と
い
け
な

い
と
感
じ
ま
す
。 

２
０
１
９
年
の
夏
に
、
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て

の
説
明
会
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
際
「
成
年
後
見

制
度
で
行
わ
れ
る
の
は
、
財
産
管
理
と
身
上
監
護
で

あ
る
」
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
。
た
だ
、

す
ぐ
そ
の
あ
と
の
講
習
テ
キ
ス
ト
に
は
「
法
律
行
為

と
事
実
行
為
が
あ
っ
て
、
成
年
後
見
制
度
が
対
象
と

す
る
の
は
法
律
行
為
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
説
明
が
付

加
さ
れ
て
い
ま
す
（
テ
キ
ス
ト
は
二
〇
一
三
年
改
訂

版
）
。 

こ
こ
で
法
律
行
為
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
ド
イ

ツ
法
（
学
）
で
用
い
る
概
念
の
翻
訳
で
す
。
日
常
使

う
言
葉
で
は
な
い
た
め
「
き
ょ
と
ん
」
と
す
る
人
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
財
産
管
理
に
つ
い

て
は
、
契
約
な
ど
法
律
行
為
に
あ
た
る
も
の
が
想
定

さ
れ
そ
の
付
加
的
説
明
に
よ
る
誤
解
は
少
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
身
上
監
護
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
で
対
象
と
な
る
法
律
行
為
、
対
象
外
と
さ
れ
る

事
実
行
為
と
は
何
か
？
と
感
じ
る
の
が
む
し
ろ
当
然

地域生活拠点事業 
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で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
解
が

不
足
な
ま
ま
、
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
何
が
成
年
後

見
制
度
で
扱
う
対
象
に
該
当
し
ど
う
い
う
こ
と
が
該

当
し
な
い
か
が
不
明
確
な
ま
ま
、
こ
の
制
度
を
利
用

し
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
「
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ
た
場
合
、
食

べ
る
こ
と
は
事
実
行
為
、
メ
ニ
ュ
ー
を
見
て
注
文
し

た
り
お
金
を
払
う
の
は
法
律
行
為
。
お
店
側
か
ら
す

れ
ば
、
料
理
を
作
る
こ
と
は
事
実
行
為
、
注
文
を
受

け
お
金
を
も
ら
う
の
は
法
律
行
為
」
と
説
明
さ
れ
ま

す
（
東
京
大
学
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
「
政

策
関
連
用
語
集
」https://pari.ifi.u-

tokyo.ac.jp/publications/w
ords/w

ords_s/s_9.h

tm
l

）
。
こ
の
説
明
は
も
ち
ろ
ん
間
違
い
で
は
あ
り
あ

り
ま
せ
ん
が
、
身
上
監
護
に
つ
い
て
の
法
律
行
為
と

事
実
行
為
の
判
別
す
る
助
け
に
は
直
接
つ
な
が
ら
な

い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

あ
る
経
済
評
論
家
（
山
崎
元
さ
ん
）
は
、
２
０
１

８
年
の
段
階
の
状
況
を
前
提
と
し
て
で
す
が
、
あ
る

経
済
週
刊
誌
に
「
老
親
の
貯
金
が
突
然
他
人
の
管
理

下
に

!?
『
成
年
後
見
制
度
』
の
大
問
題
」
と
題
す
る

記
事
を
寄
稿
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
あ
る
著
書
の

報
告
す
る
職
業
専
門
家
の
後
見
人
の
報
酬
を
念
頭
に
、

次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。「
こ
の
手
数
料

の
水
準
を
金
融
取
引
に
た
と
え
る
な
ら
、
死
ぬ
ま
で

解
約
で
き
な
い
ラ
ッ
プ
運
用(

資
金
運
用
委
託
者
が

金
融
企
業
に
運
用
プ
ラ
ン
作
成
か
ら
運
用
に
か
か
る

投
資
判
断
や
売
買
、
管
理
な
ど
一
切
を
金
融
企
業
に

一
任
し
、
金
融
企
業
が
依
頼
者
に
代
わ
っ
て
資
金
運

用
を
一
括
し
て
行
う
運
用)

を
契
約
し
て
し
ま
っ
た

く
ら
い
の
大
失
敗
だ
。
報
告
書
の
作
成
は
１
時
間
も

掛
か
ら
な
い
程
度
の
作
業
で
あ
り
」
、
「
職
業
後
見
人

に

と

っ

て

は

、

効

率

の

い

い

ビ

ジ

ネ

ス

だ

。
」

（h
t
t
p
s
:
/
/
d
i
a
m
o
n
d
.
j
p
/
a
r
t
i
c
l
e
s
/
-
/
1
6
9
4
1
2

）
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
大
げ
さ
だ
と
批
判
す
る
「
専
門

家
」
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
後
見
人
等
が
か
か

え
る
可
能
性
の
あ
る
リ
ス
ク
も
考
え
る
必
要
が
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
何
が
具
体

的
に
範
囲
内
で
あ
り
、
何
が
範
囲
外
か
は
明
確
に
し

た
う
え
で
制
度
の
利
用
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

成
年
後
見
制
度
は
、
そ
も
そ
も
、
人
の
権
利
能
力

と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
基
本
に
か
か
わ
る
こ
と
で

あ
り
、
現
実
に
も
大
変
影
響
の
大
き
い
制
度
で
す
。 

先
に
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
、
裁
判
所
や
厚
生
労

働
省
と
い
っ
た
国
の
機
関
も
見
直
し
や
再
検
討
を
始

め
て
お
り
、
利
用
促
進
の
各
種
取
り
組
み
も
展
開
さ

れ
て
い
る
な
か
、
こ
の
富
岡
・
甘
楽
地
域
の
一
社
会

福
祉
施
設
か
ら
の
発
信
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現
実
的

に
ど
う
対
応
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
考

え
よ
う
と
、
講
演
会
を
準
備
中
で
す
。 

■
■
■
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆ 

編 

集
：
知
的
障
害
者
授
産
施
設
水
土
舎 

編
集
人
：
代
表 

金
谷 

透 

印 

刷
：
水
土
舎
印
刷
室(

無
断
転
載
禁
止) 

発 

行
：
特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
団
体
定
期

刊
行
物
協
会 

東
京
都
世
田
谷
区
祖
師
谷
三
の
一
の
十
七
の
一
〇
二 

一
部
百
円
︑
年
間
購
読
料
四
百
円(

送
料
込) 

 

1971年
6月

17日
第
三
種
郵
便
物
認
可
（
毎
月
六
回

5の
日
･0の

日
発
行
）

SSK
 
無
何
有
郷
通
信

 
2021年

11月
27日

発
行

 
SSK

増
刊
通
巻
第

5682号
 

https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/publications/words/words_s/s_9.html
https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/publications/words/words_s/s_9.html
https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/publications/words/words_s/s_9.html
https://diamond.jp/articles/-/169412


無何有郷通信32号                                              Letters from Nowhere No.32 

10 
 

. 


